
吸収分割に関する事前開示事項 

令和５年１１月２２日 

 

大阪府堺市堺区戎島町五丁２番地 

堺化学工業株式会社 

                      代表取締役  矢倉 敏行 

 

 

 

当社は、令和５年１１月２２日付の吸収分割契約にて、大崎工業株式会社（以下「吸収分

割承継会社」という）に対し当社の簸性硫酸バリウム事業に関する権利義務を、令和６年２

月１日をもって承継させることといたしましたので、会社法第 782 条第 1 項及び会社法施

行規則 183条の規定により、下記事項を開示致します。 

 

１．吸収分割契約書の内容 

別添、吸収分割契約書記載のとおりです。 

２．分割対価の相当性に関する事項 

吸収分割承継会社は、当社の完全子会社に該当するため、本件吸収分割では当社に対

して一切の対価の交付はございません。 

３．新株予約権に関する事項 

   該当事項はありません。 

４．吸収分割承継会社に関する事項 

①最終事業年度に係る計算書類等につては別紙のとおりです。 

②最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他会社財産の状

況に重要な影響を与える事象はありません。 

５．吸収分割会社に関する事項 

   最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他会社財産の状

況に重要な影響を与える事象はありません。 

６．吸収分割の効力発生日以後の当会社の債務の履行の見込み 

当社及び吸収分割承継会社は、本件吸収分割後においても、各々が負担すべき債務に

ついて、その履行の見込みがあるものと判断しております。 

以上 










	3-2事前開示書面（堺化学）
	吸収分割契約書_20231122

